
総合口座取引規定（無利息型普通預金）【抜粋】 

 

下記項目以外は「総合口座取引規定」と同じ 

 

１．（総合口座取引） 

（１）次の各取引は、しょくしん総合口座として利用すること（以下「この取引」という。）が 

できます。 

  ①普通預金（利息を付さない旨の約定のある普通預金（無利息型普通預金）。以下同じ。） 

  （以下省略） 

 

５．（預金利息の支払い） 

（１）普通預金には利息をつけません。                                  

（以下省略） 

 


